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G-40 フルルビプロフェン アキセチル（急性疼痛等）の算定について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対するフルルビプロフェン アキセチル（ロピオン静注）

の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 急性疼痛 

 ⑵ 外傷 

 

○ 取扱いの根拠 

 疼痛には、短期間で治る急性痛と、長期間持続する慢性痛に分けられて

いる。 

 また、末梢組織の損傷である切り傷、打撲、火傷、骨折などの外傷では

侵害受容性の疼痛が生じるとされている。 

 フルルビプロフェン アキセチル（ロピオン静注）は、組織の COX（シ

クロオキシゲナーゼ）阻害作用によるプロスタグランジンの生合成を抑制

する非ステロイド性鎮痛剤であるが、添付文書の効能・効果は次の疾患並

びに状態における鎮痛として「術後、各種癌」である。 

 また、用法・用量には「本剤の使用は経口投与が不可能な場合又は効果

が不十分な場合とする。」とされている。 

 以上のことから、急性疼痛、外傷に対する当該医薬品の算定は、原則と

して認められないと判断した。 

 


